
Q　
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
す
る
と
下
痢
、

発
熱
が
約
一
週
間
続
く
。
ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
へ

の
予
防
接
種
に
補
助
が
必
要
だ
と
思
う
が
ど

う
か
。

A　
国
に
お
い
て
定
期
接
種
化
へ
向
け
て
調

査
、
検
討
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
動
向
を

注
視
し
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

Q　
病
後
児
保
育
と
病
児
保
育
の
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
と
本
市
の
取
り
組
み
状
況
は
ど
う
か
。

A　
病
後
児
保
育
と
は
、
児
童
が
病
気
の
回

復
期
に
あ
り
、
集
団
保
育
が
困
難
な
期
間
に
、

保
育
所
や
病
院
等
の
専
用
ス
ペ
ー
ス
で
一
時

的
に
保
育
す
る
も
の
で
、
本
市
で
は
二
カ
園

で
実
施
し
て
い
る
。
病
児
保
育
と
は
、
児
童

が
病
気
の
回
復
期
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
当

面
、
症
状
の
急
変
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に

一
時
的
に
保
育
す
る
も
の
で
、
本
市
で
は
実

施
し
て
い
な
い
。

Q　
病
児
保
育
の
実
施
に
は
、
医
師
会
や
医

療
機
関
の
協
力
が
必
要
だ
が
、
環
境
整
備
は

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

A　
病
児
保
育
は
大
変
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
が
、

医
療
機
関
、
保
育
会
等
の
保
育
の
現
場
と
今

後
の
方
向
性
に
つ
い
て
議
論
す
る
必
要
は
あ

る
と
思
っ
て
い
る
。

Q　
南
島
原
市
は
今
年
の
四
月
か
ら
中
学
生

ま
で
の
福
祉
医
療
費
助
成
を
始
め
た
。
本
市

も
で
き
な
い
の
か
。

A　
子
育
て
支
援
は
大
切
だ
と
位
置
づ
け
て

お
り
、
積
極
的
に
検
討
し
た
い
。

Q　
教
育
委
員
会
の
存
在
意
義
は
何
か
。

A　
現
行
の
教
育
委
員
会
は
、
政
治
的
中
立

性
の
確
保
、
継
続
性
と
安
定
性
の
確
保
、
地

域
住
民
の
意
向
の
反
映
が
あ
る
と
思
う
。

Q　
中
央
教
育
審
議
会
で
は
、
教
育
委
員
会

は
、
事
務
局
の
案
を
追
認
す
る
だ
け
で
実
質

的
な
意
思
決
定
を
し
て
い
な
い
、
教
員
な
ど

の
教
育
関
係
者
の
意
向
に
沿
っ
て
教
育
行
政

を
行
う
傾
向
が
強
い
な
ど
の
指
摘
が
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
ど
う
思
う
か
。

A　
専
門
家
だ
け
の
判
断
で
は
な
く
、
地
域

住
民
の
意
向
を
反
映
し
た
教
育
行
政
を
実
現

す
る
こ
と
が
教
育
委
員
会
の
特
徴
な
の
で
、

そ
の
こ
と
を
尊
重
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

【
そ
の
他
の
質
問
項
目
】

　
◇
生
活
保
護
制
度
に
つ
い
て

　
◇
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
と
消
費
税
増
税
に
つ
い
て

　
◇
特
定
秘
密
保
護
法
に
つ
い
て

❹

▼
少
子
化
対
策
に
つ
い
て

Q　
本
市
の
財
政
状
況
は
県
内
の
自
治
体
と

比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
。

A　
本
市
は
、
県
内
の
他
の
自
治
体
に
比
べ

貯
金
は
少
な
い
が
、
借
金
も
少
な
い
状
況
で

あ
る
。
財
政
状
況
の
判
断
は
、
財
政
指
標
や

財
産
等
の
状
況
を
複
合
的
に
み
る
必
要
が
あ

り
、
経
常
収
支
比
率
に
硬
直
化
の
兆
し
が
見

ら
れ
る
が
、
そ
の
他
の
財
政
指
標
は
お
お
む

ね
適
正
で
あ
り
、
総
じ
て
財
政
の
健
全
化
が

図
ら
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

Q　
普
通
交
付
税
の
合
併
算
定
が
え
期
間
終

了
後
の
影
響
額
は
ど
の
程
度
な
の
か
。

A　
市
町
村
合
併
に
よ
る
算
定
が
え
の
優
遇

措
置
が
平
成
二
十
八
年
度
以
降
、
五
年
間
で

段
階
的
に
縮
減
し
、
平
成
三
十
三
年
度
以
降

は
現
在
よ
り
七
億
円
程
度
が
毎
年
削
減
さ
れ

る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
今
後
は
引
き
続
き

財
政
改
革
に
取
り
組
み
、
経
常
経
費
の
削
減

を
図
り
な
が
ら
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
財

政
運
営
に
努
め
て
い
く
。

Q　
予
算
編
成
に
当
た
り
、
公
約
実
現
に
向

け
、
ど
の
よ
う
な
施
策
を
考
え
て
い
る
の
か
。

A　
一
点
目
に
、
市
勢
振
興
計
画
に
掲
げ
て

い
る
五
つ
の
都
市
づ
く
り
ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現

に
向
け
た
関
連
施
策
の
推
進
、
二
点
目
に
、

市
民
目
線
に
立
っ
た
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
島
原

の
実
現
に
向
け
、
重
点
的
に
取
り
組
む
七
つ

の
施
策
の
積
極
的
展
開
、
三
点
目
に
、
行
財

政
改
革
の
さ
ら
な
る
推
進
の
三
点
を
予
算
編

成
の
大
き
な
柱
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

Q　
財
源
不
足
に
は
ど
う
対
応
す
る
の
か
。

A　
経
常
経
費
は
前
年
度
以
下
、
政
策
的
経

費
は
前
年
度
比
一
割
カ
ッ
ト
な
ど
一
定
の
基

準
を
設
け
、
歳
出
総
額
の
抑
制
に
努
め
て
い

る
。
や
む
を
得
な
い
財
源
不
足
に
は
、
国
庫

補
助
金
や
基
金
の
繰
り
入
れ
で
対
応
し
た
い
。

Q　
新
年
度
予
算
に
計
上
予
定
の
主
な
ハ
ー

ド
事
業
は
何
か
。

A　
現
在
ま
で
予
算
要
求
が
出
て
い
る
主
な

事
業
は
、
三
会
、
松
尾
両
漁
港
の
海
岸
保
全

事
業
、
総
合
運
動
公
園
整
備
事
業
、
市
営
住

宅
の
設
備
改
修
事
業
、
小
・
中
学
校
体
育
館

の
非
構
造
部
材
落
下
防
止
対
策
事
業
な
ど
が

あ
る
。

Q　
消
費
税
増
税
は
、
本
市
の
予
算
に
ど
の

よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
。

A　
歳
入
で
は
普
通
交
付
税
の
減
額
、
税
収

の
減
少
、
歳
出
で
は
課
税
対
象
と
な
る
物
件

費
や
普
通
建
設
事
業
費
の
増
額
が
予
想
さ
れ
、

歳
入
歳
出
予
算
全
般
に
わ
た
り
大
き
く
影
響

す
る
と
考
え
て
い
る
。

▼
持
続
可
能
な
財
政
運
営
に

つ
い
て

▼
教
育
委
員
会
の
あ
り
方
に

つ
い
て
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